
（平成２４年９月１２日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 1 件



                      

  

千葉厚生年金 事案 4786 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（当時）における資

格喪失日に係る記録を昭和 50年３月１日に訂正し、標準報酬月額を 13万

4,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50年１月１日から同年３月１日まで 

私は、昭和 46 年３月１日にＢ事業所（現在は、Ｃ事業所）に入社し    、

同社のＤ工場に転勤後は、勤務場所と仕事は変わらず継続して勤務して

いた。申立期間当時は、関連会社のＡ社に継続して勤務していたので、

申立期間の厚生年金保険被保険者記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人は申立期間においてＢ事業所に勤務し

ていたことが確認できる。 

 また、Ｂ事業所のＥ（部門）を承継したＦ社の事業主は、「申立人は、

Ｂ事業所に入社以来、継続して同社及び関連会社に勤務し、社会保険料も

給与から控除していた。」と回答していることから、申立人はＢ事業所及

び関連会社に継続して勤務し、事業主により給与から厚生年金保険料を控

除されていたことが確認できる。 

 一方、Ｂ事業所の関連会社であるＡ社は、昭和 50 年１月１日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなっているが、同社の閉鎖商業登記簿謄本によ

ると、申立期間においても、同社が法人格を有していたことが確認できる

上、申立人を含む８人が同社に在籍していたことが確認できることから、

同じく関連会社であるＧ社が厚生年金保険の適用事業所となるまでの期間

は、引き続きＡ社において厚生年金保険を適用すべきであったと考えられ

  

  



                      

  

る。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社に継

続して勤務し、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額は、申立人のＡ社における昭和 49 年 12

月の社会保険事務所（当時）の記録から 13 万 4,000 円とすることが妥当

である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は納付したとしているが、事業主は申立期間

において厚生年金保険の適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用

の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

  

  



                      

  

千葉厚生年金 事案 4787 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当

時）に届け出た標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の

標準報酬月額を 36 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月 27 日から４年４月 20 日まで 

私がＡ社に勤務していた期間の給料は、申立期間前に勤務していたＢ    

社で支給されていた給料 47 万円と変わりないはずであるので、申立期

間に係る標準報酬月額について、給与支給額に見合う額に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、Ａ社に係る申立人の申立期間の標準報酬月額

は、当初 36 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった平成４年４月 21 日より後の同年６月 22 日付けで、３年

８月 27 日に遡って 13 万 4,000 円に減額訂正されていることが確認できる

 また、申立人のほかにも多数の厚生年金保険被保険者について、平成４

年６月 22 日付けで、標準報酬月額が減額訂正されていることが確認でき

る。 

 さらに、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、同社の役員ではな

いことが確認できる上、同社で社会保険関係の手続を行っていた者は、

「Ｂ社が倒産して資金繰りが厳しくなったことから、債権者が債権を確保

するために、債権者が相談役として、当時の社会保険に関する遡及訂正に

関与していた記憶がある。」と供述しており、申立人は、当該遡及訂正処

理に関与していなかったものと推認できる。 

 加えて、Ａ社の元社員二人は、「会社では、申立期間当時、社会保険料

の滞納があった。」と供述している。 

 なお、申立人は、申立期間の標準報酬月額について、47 万円の給与を

。 

  

  

  

  



                      

  

支給されていたので、当該支給額に見合う標準報酬月額に訂正してほしい

と申し立てているが、申立人は、当時の給与明細書等を所持していない上

元事業主とは連絡がとれないことから、当時の資料等が確認できず、申立

人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

 これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、平成４年６月

22 日付けで行われた標準報酬月額の遡及訂正処理は事実に即したものと

は考え難く、当該遡及訂正処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正が

あったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、36 万円に訂正する

ことが必要である。 

、

。 

  



                      

  

千葉厚生年金 事案 4788 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年 11 月１日から平成元年９月１日

までの期間及び６年８月１日から７年１月１日までの期間について、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていることが認められることから、当該期間に係る標準報酬月額の

記録を昭和 63 年 11 月から平成元年８月までは 22 万円、６年８月から同

年 12 月までは 36 万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認め

られる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年 11 月１日から平成７年１月１日まで 

私は、昭和 62 年９月１日から平成６年 12 月 31 日までＡ社でＢ（職    

種）として勤務したが、申立期間に係る給与の額と標準報酬月額が相違

しているので、標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てていると

ころ、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

  したがって、申立期間のうち、昭和 63 年 11 月１日から平成元年９月

１日までの期間及び６年８月１日から同年 11 月１日までの期間に係る

標準報酬月額については、申立人から提出されたＡ社の給料支払明細書

から、昭和 63 年 11 月から平成元年８月までは 22 万円、６年８月から

同年 10 月までは 36 万円に訂正することが必要である。 

、

  



                      

  

    また、申立期間のうち、平成６年 11 月１日から７年１月１日までの

期間については、申立人は保険料控除を確認できる給料支払明細書を保

有していないものの、上記給料支払明細書で確認できる報酬月額及び保

険料控除額は、当該期間の直近において一定の額であり、当該期間につ

いても同額の報酬が支給され同額の保険料が控除されていたと認められ

ることから、当該期間の標準報酬月額は 36 万円に訂正することが妥当

である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間のうち昭和 63 年 11 月１日から

平成元年９月１日までの期間及び６年８月１日から７年１月１日までの

期間の保険料を納付する義務を履行したか否かについては、申立期間当

時の事業主は既に死亡しており、これを確認できる関係資料及び周辺事

情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が給料支払明細書で確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月

額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関係資料及び周辺事情が見当たらないことから、

行ったとは認められない。 

   

   

 

  ２ 申立期間のうち、平成元年９月１日から３年３月１日までの期間、同

年４月１日から同年 10 月１日までの期間、及び同年 11 月１日から６年

８月１日までの期間に係る標準報酬月額については、上記給料支払明細

書により、当該期間において事業主が源泉控除していたと認められる保

険料控除額及び報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいずれか低

い方の額は、オンライン記録の標準報酬月額と同額若しくは低額である

ことから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは

行わない。 

 

  ３ 申立期間のうち、平成３年３月１日から同年４月１日までの期間及び

同年 10 月１日から同年 11 月１日までの期間については、申立人は給料

支払明細書を保有していない上、申立期間当時の事業主は既に死亡して

いることから、申立人の当該期間における保険料の控除について確認す

ることができない。 

  このほか、当該期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づ

く保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

  

  、



                      

  

千葉厚生年金 事案 4789 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 18 年 11 月１日にＡ社における労働者年金保険

被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行っ

たことが認められ、かつ、申立人の当該事業所における厚生年金保険被保

険者の資格喪失日は、19 年６月 15 日であったと認められることから、申

立人に係る労働者年金保険被保険者の資格取得日及び厚生年金保険被保険

者の資格喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 18 年 11 月から同年

12 月までは 40 円、19 年１月から同年５月までは 60 円とすることが妥当

である。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18 年 11 月１日から 19 年６月 15 日まで 

私の夫は、Ａ社に昭和 18 年 11 月１日から 19 年６月 15 日まで勤めて    

いた。国民労務手帳の労働者年金保険関係事項欄にも 18 年 11 月 1 日に

資格を取得し、19 年６月 15 日に資格を喪失した記載があるので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻から提出された申立人の国民労務手帳は、国民労務手帳法

（昭和 16 年法律第 48 号）第２条に基づき、製造業等の従事者に政府が発

行するものであり、同法第９条に基づき、使用者及び国民労務手帳の交付

を受けた者は、「必要なる事項を記載し、これを国民職業指導所長に報告

すべし」と記載されているところ、当該手帳の「就業ノ場所欄」の記載に

より、申立人はＡ社において、昭和 18 年 11 月５日に「使用開始」、19

年６月 14 日に「解用」されており、事業所及び事業主の押印が確認でき

る上、Ｂ（機関）印も確認できることから、申立人は、申立期間当時、当



                      

  

該事業所に勤務していたことが認められる。 

 また、上記手帳の「労働者年金保険関係事項欄」には、当該事業所に係

る記録として、昭和 18 年 11 月１日に「資格取得」、19 年１月１日に

「報酬変更」、同年６月 15 日に「資格喪失」と記載されており、事業所

及び事業主の押印が確認できる。 

 一方、厚生年金保険が完全施行されたのは、昭和 19 年 10 月１日からで

あり、それ以前にあった労働者年金保険は、「男子筋肉労働者」のみを対

象としていたところ、当該事業所の健康保険労働者年金保険被保険者名簿

において、申立人は、18 年 11 月１日に資格を取得し、19 年６月 15 日に

資格を喪失しており、申立人の性別欄には、事務職（職種）を表す「甲」

の記載が確認できる。しかし、当該被保険者名簿の申立人が記載されてい

る同じページにおいて、申立人と同様に性別欄に「甲」の表示があり、オ

ンライン記録で確認できる元同僚４人に労働者年金保険の資格取得記録が

確認できる上、申立人の妻は、「夫は、申立期間当時、Ｃ（業務）に従事

していた。」と供述していることから、社会保険事務所における年金記録

の管理の不備がうかがえる。 

 これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 18 年 11 月１日

に労働者年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に

対し行ったことが認められ、かつ、申立人の当該事業所における厚生年金

保険被保険者の資格喪失日は 19 年６月 15 日とすることが妥当である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額は、上記被保険者名簿及び上記手帳から

確認できる標準報酬等級の記載から、昭和 18 年 11 月から同年 12 月まで

は 40 円、19 年１月から同年５月までは 60 円とすることが妥当である。 

  

  

  

  



                      

  

千葉国民年金 事案 4360 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年９月から 10 年３月までの国民年金保険料については、

追納していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 49 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成６年９月から 10 年３月まで 

私の母は、私が結婚するに当たって、Ａ市役所において、申請免除と    

なっている期間の国民年金保険料を一括で追納できることを聞き、追納

の申出を行った。母は、平成 10 年４月３日にＢ銀行（現在は、Ｃ銀

行）の預金口座から現金 50 万円を引き出し、その日にＤ銀行Ｅ支店

（現在は、Ｆ銀行Ｇ出張所）において、郵送されてきた納付書に現金約

50 万円を添えて、申立期間の免除された保険料を一括納付したのに、

申請免除の記録のままとされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「母が市役所で国民年金保険料の申請免除分について追納の

申出を行い、その後、平成 10 年４月３日に、Ｄ銀行Ｅ支店の窓口で、郵

送されてきた納付書に現金約 50 万円を添えて、申立期間の免除された保

険料を一括で追納した。」と主張しているところ、オンライン記録におい

て、申立期間に係る追納申出を行った記録は無く、追納のための納付書が

発行された形跡も見当たらない。 

 また、平成 10 年４月３日に申立期間の保険料を追納したとすれば、そ

の追納額は、法定保険料 51 万 9,300 円に１万 6,430 円の追納加算額が上

乗せされ、53 万 5,730 円となるが、申立人の母から提出されたＦ銀行の

同人宛回答文書によると、同年４月の別段預金歳入金元帳を調査した結果、

同年４月３日は、申立人が納付したとする 51 万 9,300 円以下の入金であ

った旨の記載があり、当該回答文書からは、申立期間の保険料が一括で追

納されたとは確認できない。 

 さらに、免除された保険料の追納納付書は、制度上、法定保険料に加算

  

  



                      

  

額が上乗せされるため、申立期間に係る追納納付書については、年度ごと

に３枚複写の納付書が電算により発行されるが、追納申出を行ったとする

申立人の母は、「郵送されてきた納付書は、茶色い縁取りの４枚複写用紙

が１枚であり、金額は手書きであったと思う。」と申述しており、当時の

取扱い等と相違しており、その記憶は明確ではない。 

 加えて、追納したとする平成 10 年４月３日時点は、基礎年金番号制度

が導入された後であり、年金記録管理業務のオンライン化、電算による納

付書の作成、領収済通知書の光学式文字読取機による入力等、事務処理の

機械化が進んでおり、記録漏れや記録誤り等が生じる可能性は少ないもの

と考えられる上、申立期間の免除された保険料を追納したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を追納し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたものと認め

ることはできない。 

  

  



                      

  

千葉国民年金 事案 4361 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年３月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年３月から 55 年３月まで 

私は、昭和 47 年４月に就職したが、その会社が当時、厚生年金保険    

の適用事業所となっていなかったため、Ａ市役所Ｂ支所で国民年金の

加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料も同支所で納付していた。

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により

昭和 55 年４月８日に社会保険事務所（当時）からＣ市に払い出された手

帳記号番号の一つであることが確認でき、申立人の国民年金の加入手続は

同時期以降に行われ、その際、申立人が 20 歳になった 47 年＊月＊日に遡

って国民年金被保険者の資格を取得したものと推認されることから、加入

手続が行われた時点において、申立期間の大半は時効により国民年金保険

料を納付することができない期間である。 

 また、申立人は、昭和 47 年４月に就職したが、その会社が当時、厚生

年金保険の適用事業所となっていなかったため、Ａ市役所Ｂ支所で国民年

金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人が所持する年金手帳に記

載されている国民年金の手帳記号番号欄には「Ｃ市」の印が押されている

とともに、最初の住所欄にはＣ市の住所が記載されていることが確認でき

る上、申立人は、55 年頃にＡ市からＣ市に転居したと申述していること

を踏まえると、申立人がＡ市において、加入手続を行い、申立期間の保険

料を納付していたとは考え難い。 

 さらに、国民年金手帳記号番号払出簿によれば、昭和 47 年３月から 48

年３月までの期間において、4,100 件の手帳記号番号が社会保険事務所か

、

  

  



                      

  

らＡ市に払い出されていることが確認でき、オンラインシステム及び国民

年金手帳記号番号払出簿検索システムにより、4,100 件の手帳記号番号の

縦覧調査を行ったが、申立人の氏名は見当たらず、手帳記号番号に欠番も

無いことから、申立人のＡ市における加入状況は不明である。 

 加えて、申立期間は 97 か月と長期間であり、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  

  



                      

  

千葉国民年金 事案 4362 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年２月から２年２月までの国民年金保険料については

納付していたものと認めることはできない。 

、

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年２月から２年２月まで 

私の年金手帳には、初めて国民年金被保険者となった日が平成元年２    

月１日と記載されており、申立期間の国民年金保険料は自分で納付した

記憶があるので、調査して納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人が所持する年金手帳に、初めて国民年金被保険者とな

った日が平成元年２月１日と記載されており、申立期間の国民年金保険料

は自分で納付した記憶があると主張しているが、申立人の国民年金手帳記

号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により、７年２月 24 日に社会保

険事務所（当時）からＡ市に払い出された手帳記号番号の一つであること

が確認でき、申立人の手帳記号番号の前後の第３号被保険者の該当処理日

から、申立人の国民年金の加入手続は同年８月頃に行われ、その際、厚生

年金保険被保険者の資格を喪失した元年２月１日に遡って国民年金被保険

者の資格を取得したことが推認できることから、当該加入手続を行うまで、

申立人は国民年金に未加入であったことがうかがえる上、７年８月を基準

にすると、申立期間の保険料は時効により納付することができない。 

 また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 さらに、申立人は、申立期間に係る保険料の納付時期及び納付金額に関

する記憶が定かではなく、保険料納付の具体的状況は不明である上、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  

  

  



千葉厚生年金 事案 4790 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 47 年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 20 年６月 11 日から同年９月 21 日まで 

私は、職業安定所の紹介で平成 20 年６月 11 日にＡ社へ入社し、同年    

12 月５日まで勤務したのに、申立期間の厚生年金保険の加入記録が欠

落していることは納得できない。調査の上、加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された在籍証明書及び雇用保険の加入記録から、申立人

が申立期間において、Ａ社に勤務していたことは認められる。 

 しかし、当該事業所は、「申立人は、入社後２、３か月程度の見習期間

を設けることを条件として採用した者であり、見習期間中は厚生年金保険

に加入させておらず、厚生年金保険料を給与から控除していない。」と回

答している上、当該事業所から提出された申立人の給与支給状況を取りま

とめた平成 20 年分の年間集計表によると、申立期間においては申立人の

給与から保険料が控除されていないことが確認できる。 

 また、申立人と同時期に当該事業所に勤務していた元同僚二人は、「Ａ

社では、３か月程度の見習期間制度があり、見習期間中は厚生年金保険に

加入していないし、給与から保険料を控除されていない。」と証言してい

る。 

 さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間において、国民

年金被保険者となっており、国民年金保険料を納付していることが確認で

きる。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

  

  

  

  




